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組織のあり方と働きがい 

 

本 橋 潤 子 

 

＜要  約＞ 

本研究は，近年の日本企業の従業員にとって大きなインパクトと思われる「企業倫理・コンプライ

アンスの推進」及び「働き方改革」に着目し，これらに関する「倫理的リーダーシップ」「職場風土」

「従業員の倫理性」「従業員の仕事観」が，「従業員の働きがい」にどのように作用するのかを明らか

にしようとするものである。この目的を達成するため，先行研究に基づいて各々に下位概念と仮説を

設定し，インターネットリサーチによる正規従業員の意識調査（有効サンプル数：2,060）を行って，

仮説に基づいた探索的な因子分析によって析出した 11 因子について相関係数を求めた。その結果，

「倫理的リーダーシップ」は「働きがい」には影響を及ぼすものの従業員の倫理性への因果関係（相

関係数）は相対的に低いこと，従業員の「規範／社会志向の倫理性」と「仕事人的仕事観」は「働き

がい」における「Meaningful Work」と相関係数の高い「まとまり」を形成しているが，「働きがい」に

おける「職務満足」との因果関係（相関係数）は相対的に低い，といったことが示唆された。  

 

＜キーワード＞ 
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１．はじめに：近年の日本企業の従業員にとっての 2 つのインパクト 

近年，特に 2000 年代以降の日本企業の従業員1)にとって，「企業倫理・コンプライアンスの推

進」といわゆる「働き方改革」は，大きなインパクトをもった環境変化と思われる。 

前者は，1990 年代までは，企業不祥事といえば総会屋への利益供与等，主に「経営（者）」に起

因する事象を意味していたものが，2000 年代に入った直後から，例えば「雪印乳業食中毒事件

（2000 年）」「三菱自動車リコール隠し事件（2000 年）」「雪印食品牛肉偽装事件（2001 年）」とい

った，職場や現場，ひいては組織のあり方に起因する不祥事が相次いて「発生」し，また，これ

をきっかけにいわゆるコンプライアンス態勢の構築が急速に進められたことがまず挙げられる。

そこでは，個人レベルの違反防止といったリスク管理の側面もさることながら，組織レベルでの

「事業活動の倫理性」もまた経営課題となり，経営層や中間管理者層のマネジメントやリーダー

シップ，その帰結でもある組織風土，そして従業員の，日々の業務活動における倫理性が問われ

ることとなった。また，2003 年には「CSR（企業の社会的責任）」という言葉が急速に台頭し，「ス

テイクホルダー」概念と共に広く認識されたことによって，「事業活動の社会性（例えば，環境問

                                                           
1) 本研究は，二村（2004）等が示す「組織の４つの分析レベル」のうち，「組織のなかの個人」および「組織のな

かの（小）集団」を主な分析対象とするものである。これをふまえ本稿では，特別な文脈以外は，この「組織の

なかの個人」を，雇用形態等を問わず「従業員」という言葉で示す。 
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題への対応や社会貢献活動，近年でいえば CSV に主張される社会課題の解決等）」もまた，何ら

かのかたちで意識される状況になっているといえよう。 

一方，後者は，日本社会の少子高齢化とそれへの危機感を背景とした「一億総活躍社会の実現」

のために，政府主導で進められてきた取り組みといえる。より具体的には，「正規・非正規の不合

理な処遇の差」「長時間労働」「単線型のキャリアパス」の 3 つが課題として掲げられ，改革のた

めの実行計画が議論されてきた2)が，本稿執筆の 2018 年 6 月時点では，特に実務の場では「長時

間労働（の是正）」が注目され，ダイバーシティやワーク・ライフ・バランス推進の潮流と相まっ

て時短や効率化，ひいては職場のあり方が問われるようになった。これは，制度面の変革や充実

もさることながら，そうした制度が実効性をもって機能するための「働きやすい職場風土」や従

業員自身の「仕事観」の変化が求められていることを意味している。 

２．「働きがい」への着目と本研究の「問い」 

これらの「インパクト」は，学術的には，企業倫理学や人的資源管理論に関わる事柄3)でもある。

企業倫理学の理論から考えれば，まず，従業員は企業にとってのステイクホルダー（ズ）のひと

つである。「ステイクホルダー」という言葉は日本語では「利害関係者」と訳されるのが一般的だ

が，企業倫理学においてまず参照される，Freeman のステイクホルダー理論ではこの言葉には更

なる意味が込められている。Freeman のステイクホルダー理論が，「企業の目的は株主価値の最大

化である」とするストックホルダー理論への反論として提起されたものであることはよく知られ

ているが，この理論では企業の目的は「ステイクホルダー（ズ）の利害を調整すること」と提示

される。そして，宮坂（1996）によれば，こうした企業目的観は「『人間の尊厳（人間は決して何

らかの目的に対する手段としてみなされてはならないのであり，それ自身が目的であるべきであ

る－宮坂）というカントの格言を考慮に入れた』ものである」という。 

こうしたステイクホルダー概念に基づくならば，「企業倫理・コンプライアンスの推進」すなわ

ち「事業活動における倫理性」（の追求）においても，もしそれが「従業員を，その実現のための

手段としてしか位置づけない」のであれば，その目的－手段構造自体が，ステイクホルダー理論

に照らせば，矛盾をはらむことになってしまう。これを解決するためには，営利活動においての

みならず，「事業活動における倫理性」の追求においても従業員が「目的」となるような，活動の

意味づけが必要である。そのためには，「事業活動の倫理性」の追求が，そのことに組織の一員と

して関わることが，従業員自身にとってどのような「積極的な意味」をもちうるのか（否か）を

明らかにすることが求められる。そこに従業員自身にとっての「積極的な意味」が存在するなら

ば，「事業活動における倫理性」の追求に従業員を参画させることは，単に従業員をその手段とし

                                                           
2) 働き方改革実現会議. 2017.「働き方改革実行計画」。 

3) これらの他にも法学や労働経済学等，関連する学問領域はより広範があると考えるが，本稿は｢事業活動の倫理

性｣と「組織のなかの個人」の目線に立つことを重視したいため，この２つに着目した。 
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て用いているだけなのではなく，彼ら（彼女ら）の「よりよい（職業）人生」いわゆる well-being

にも貢献しうるという点から，従業員を目的としても扱っていることにつながりうるからである。 

こうした「目的としての」従業員の関わりをふまえたうえで，違反や不祥事を起こす起こさな

いといたことを超えた「事業活動の倫理性」に関する企業倫理学の理論を紐解けば，まず着目す

べきは Paine（1997）の示唆する Organizational Integrity（組織の誠実さ）の概念であろう。Paine

は，倫理的な価値観の共有がその真髄であると指摘したうえで，経営トップの「リーダーシップ」

を基点とした「倫理の体系に基づく組織の構築」とそれによる「組織の構成員（本研究でいう従

業員）の倫理的な意思決定」を主張する。本研究はこの理論に則り，「事業活動の倫理性」を「リ

ーダーシップ」「組織のあり方」そして「従業員の倫理性」の 3 つの点から捉えていくこととす

る。 

一方，人的資源管理論から考えれば，先に述べたステイクホルダー理論に基づく「目的的従業

員観」は，（特に米国の）人的資源管理論が依拠している「手段的従業員観」と対極に位置するも

のといえる。「手段的人間観」に依れば，「事業活動の倫理性」追求のため（だけ）に従業員を「道

具のように」用いることに問題は存在しない。また，「働き方改革」それ自体，そしてこれを契機

とした「働きやすい職場風土」の実現や従業員の「仕事観」の問い直しといった事柄は「それが

ヒトという資源のアウトプットの最大化」につながるのかという視点でのみ検討され正当化され

る事柄となる。しかし，人的資源管理論がもつこうした「手段的従業員観」は，企業倫理学の立

場からは，先に見たステイクホルダー理論や，これを発展させる，例えば Greenwood（2002）な

どによって，批判されているところでもある。ここではその議論に深入りしないが，本研究にお

いては，「働き方改革」というインパクトも「目的的従業員観」から検討してみたい。すなわち，

働き方の改革に関わる「職場風土」と「従業員の仕事観」が，従業員にとっての仕事の「積極的

な意味」にどうどう帰結するのかということそれ自体を（組織にとってのアウトカムとは切り離

して）明らかにしたい，ということである。 

ここまで，「2 つのインパクト」を学術的な理論との関わりで検討し，本研究で着目したい概念

を整理してきたが，その帰結点として「従業員自身にとって『積極的な意味』」という言葉をしば

しば用いてきた。本研究ではこれを，従業員の「よりよい（職業）人生」「well-being」と結びつく

概念であり，従業員が組織の一員として業務活動を遂行する中で，あるいはその結果，得られる

「高次の」報酬として捉えている。次節で詳しく検討するが，本研究ではこの概念を従業員の目

線での平易な表現である「働きがい」という言葉にひとまず集約することにしたい。そして，こ

れを（組織にとってのアウトカムとは別に）めざすべき帰結として設定し，事業活動の倫理性の

ための「リーダーシップ」「組織のあり方」そして「従業員の倫理性」，及び働き方の改革に向け

た「職場風土」と「従業員の仕事観」を包括的に捉え，検討していきたい。 

これらをふまえ，本研究の「問い」を示すならば，以下のようになる。 

「従業員の働きがいを高めるには，事業活動の倫理性と働き方に関わる職場風土や仕事観を，

いかにしていけばよいのだろうか」。 

次節では，本節で挙げた構成概念各々に関する先行研究を概観していく。 
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３．本研究における「働きがい」 

経営学の文脈で「働きがい」といえば，まず想起されるのは「職務満足（Employee/Job Satisfaction）」

であろう。ただし本研究では，これと弁別しながら，「働きがい」のもう一つの下位概念として

「Meaningful Work（意味深い仕事）」にも着目し，今後の日本企業の従業員にとっては後者の方が

より重要であるとの立場をとる。 

 

(1) 職務満足（Employee/job Satisfaction） 

職務満足とは，金井・高橋（2004）によれば，「自分の仕事，あるいは仕事の経験を振り返って

みて生じる愉快な，あるいは肯定的な感情」である。職務満足研究の歴史は長く，Maslow の欲求

階層理論，McGregor の X 理論－Y 理論，Herzberg の衛生要因－動機づけ理論等の理論はよく知

られている。ただし，その要因からの区分は Deci（1975）が示した外発的職務満足（労働環境の

影響によるもので，外生変数が満足を規定する）と内発的職務満足（個人の感情に由来するもの

で，内生変数が満足を規定する）に依るのが現在でも一般的である。このことは，「職務満足」と

いう構成概念が，人間にとってより低次の，言い換えればより原初的・本能的な欲求から，より

高次の，自己実現を含むより人間的で成長志向の欲求までを幅広く包含していることを意味する。

また，これらの研究が「満足」を主観的な「欲求の充足」とセットで論じてきたこと，手段的人

間観に基づく HRM の文脈で用いられてきたことにも留意しておく必要がある。 

 

(2) 意味深い仕事（Meaningful Work） 

職務満足の研究の歴史に比べると，Meaningful Work は比較的新しい，それゆえより現代的な課

題に応答すべく研究されている概念といえよう。これに近い研究領域としては「天職（Calling）」

がある。天職（Calling）は，もともとは欧州を中心とした宗教・信仰に関する概念で，「（結果と

しての経済的報酬や地位を求めるのではなく）神への信仰の証として，ひたすら仕事に打ち込む

ことが救済につながる」といった考え方を基盤にもつものであったが，近年（特に 2000 年代以

降）の研究では，信仰としての仕事（work as religion）から意味づけとしての仕事（work as meaning）

へとシフトしているという（Steger et al., 2010）。また，近年の研究（Dik et al., 2009）では，天職

感につながる 3 つの要素として「超越的召喚：自分自身を超えた存在の影響」「目的のある仕事：

自分自身という存在の本質と仕事のつながり」「向社会志向性：自分の仕事と社会全体の利益・向

上とのつながり」が示されている。 

Meaningful Work は，Micahelson et al.（2014）によれば，「その個人にとって合目的（purposeful）

で意義を有する（significant）肯定的な仕事」であるとされる。この定義からも見えるように，

Meaningful Work（研究）は天職（Calling）（研究）と重なる部分が大きく，天職（Calling）（研究）

の発展型と位置づけられると考える。Meaningful Work は企業倫理学においては規範論的に，組織

論においては経験論（実証主義）的に研究されている領域でもある。特に後者では，従業員自身

が，自ら職務を設計し，自らの能力を用いてそれを完遂し，その結果が「他者（の well-being）に
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よき影響を与えている」という感覚が，「仕事を意味深く感じる」ことにつながっていることが示

されつつある。このことは，Meaningful Work が一部では職務満足（のより高次の欲求に基づく満

足）と重なる部分もあるものの，その感覚の源泉に他者性／向社会性がある点で異なっており，

またこのことが本研究における他の構成概念（倫理性や仕事への向き合い方など）との関わりに

おいて重要な点となる。 

４．「働きがい」に影響するもの 

本節では，「働きがい」に影響するものとして本研究が対象とする，事業活動の倫理性のための

「リーダーシップ」「従業員の倫理性」，及び働き方の改革に関する「従業員の仕事観」，そして，

事業活動の倫理性と働き方の改革の両方に関わる「職場風土」の 4 つの構成概念について，先行

研究を概観し，下位概念と仮説の導出を行う。 

 

(1) 倫理的リーダーシップ 

まず，事業活動の倫理性の起点として，企業倫理学及びリーダーシップ研究の両方において着

目されている「倫理的リーダーシップ」概念について見ていく。 

倫理的リーダーシップとは，Brown et al.（2005）によれば「個人的な活動や個人間の関係を通

じた，規範的で適正な行動の提示，及び，双方向的なコミュニケーション・強化・意思決定を通

じた，メンバーの規範的で適正な行動の促進」と定義される。また，主に米国で実施された実証

研究からは，倫理的リーダーシップ「に」作用する要因としては「状況的な影響」と「（リーダー

自身の）個人的な特性（例えば，同調性や誠実性，倫理的理由づけの仕方，権謀術数の傾向等）」

が明らかにされている。一方，倫理的リーダーシップ「が」影響を及ぼす／もたらすものとして

は，フォロワーの「倫理的意思決定」や「動機づけ」が指摘されている（Brown et al., 2006）。ま

た，Mayer et al.（2009）等は倫理的リーダーシップの経路について「経営トップ－現場管理者－

職場」の trickle-down モデルを提示しており，「トップ・マネジメントと現場管理者の倫理的リー

ダーシップは，職場レベルの逸脱行動には負の，組織市民行動には正の関係がある。また，トッ

プ・マネジメントの倫理的リーダーシップは，現場管理者の倫理的リーダーシップを介在して，

職場レベルの行動に影響を及ぼす」としている。 

こうした先行研究をふまえ本研究では，倫理的リーダーシップの下位概念として「経営トップ」

と「上司（従業員にとっての直属の上司である，現場管理者）」の 2 つの層を想定する。そのうえ

で仮説として，「日本においても，経営トップのリーダーシップは現場管理者の倫理的リーダーシ

ップに影響を及ぼす」及び「経営トップ及び上司の倫理的リーダーシップは，職場風土に有意な

影響を及ぼす」「経営トップ及び上司の倫理的リーダーシップは，従業員の倫理性に有意な影響を

及ぼす」「経営トップ及び上司の倫理的リーダーシップは，従業員の仕事観に有意な影響を及ぼす」

そして「経営トップ及び上司の倫理的リーダーシップは，従業員の働きがいに有意な影響を及ぼ

す」を設定する。 
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(2) 従業員の倫理性 

既に述べたように，本研究では，「事業活動の倫理性」を違反や不祥事を起こす／起こさないと

いったことを超えたものとして考える。ここで参照したいのは，Paine（1996）のいう Organizational 

Integrity の概念である。「倫理」とは平易に示せば「よさ」ということになるが，Paine の Integrity

とは「極めて優れていること」「卓越性」といった意味を含めた「よさ」と理解される。「規則を

守る」「真面目である」といったことのみならず，「高い成果を生み出す」「周囲によき影響を及ぼ

す」といったことまでをも包含した「完全無欠さ」が Integrity であり，本研究ではこれを「倫理

性」と考える。Paine（1996）はこうした Integrity を実現するためには，バランスのとれた意思決

定を行うことが重要であるとしている。端的にいえば，現在のビジネスに支配的ともいえる帰結

主義的な目標達成を重視する考え方と，非帰結主義な規範や原則を重視しかつステイクホルダー

を尊重する考え方である。 

こうしたことをふまえ本研究では，「個人の倫理性」の下位概念として，「帰結／必達志向」と

「規範／社会志向」の 2 つを設定する。そのうえで仮説として，「従業員の倫理性は，従業員の働

きがいに有意な影響を及ぼす」を設定する。 

 

(3) 従業員の仕事観 

日本企業の従業員の仕事観を分類する枠組みとして，太田（2008）は，「組織人」と「仕事人」

というモデルを提示している。前者は，「組織そのものに一体化し，組織に対して最大限の貢献を

しようとする人々」を示し，後者は「仕事と組織を別個のものとして認識し，仕事に対して最大

限の努力をする人々」をいう。太田はこのモデルを社会学者 Gouldner（1957）の「locals」と

「cosmopolitans」の区分を日本企業向けに一般化したものとして提示しているが，「仕事人」には

「専門職（プロフェッショナル）志向」と同時に「社会市民志向」の意味合いも含まれていると

いう。また，雇用からの観点ではあるが，濱口（2013）の提示する「メンバーシップ型」と「ジ

ョブ型」モデルも，こうした区分に相似するものとして位置づけることができよう。 

本研究ではこうした理論をふまえ，従業員の仕事観の下位概念として，職場の一員であること

に自己の存在意義を見出し，そこに貢献することに価値を置く「職場人志向」と，仕事そのもの

の専門性を追求し，その成果によって社会に貢献していくことに価値を置く「仕事人志向」の 2

つを設定する。そのうえで仮説として，「従業員の仕事観は，従業員の働きがいに有意な影響を及

ぼす」を設定する。 

 

(4) 職場風土 

本研究では，「職場風土」という概念に 2 つの意味を担わせている。1 つは「事業活動の倫理性

が発揮される場のあり方」であり，もう 1 つは「従業員の働きやすさを実現する場のあり方」で

ある。 

まず，「事業活動の倫理性が発揮される場」としての職場の風土に関しては，Trevino et al.（1984）

やこれを発展させた中野（2003）等が示した理論がよく知られている。端的に示せば，倫理的な
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（あるいは非倫理的な）職場風土が，個人の倫理的な意思決定や行動に影響を及ぼす，というこ

とであり，ある従業員の倫理的な意思決定と行動を左右するのは，その本人の個人的な資質のみ

ならず，職場風土のあり方も大いに影響する，ということである。また，鎌田他（2003）は「属

人風土」という概念を導出しており，「物事それ自体よりも，『誰が言ったか』によって判断が左

右されるような『属人風土』は組織的違反の容認に正の相関がある」ことを提示している。 

また，「従業員の働きやすさを実現する場」としての職場風土に関しては，先の「組織人－仕事

人」モデルを示した太田（2008）は同時に，組織人に適合的な職場との統合のあり方を「直接統

合，「仕事人」に適合的なあり方を「間接統合」としてモデル化しているが，「間接統合」型の組

織では，従業員の「社会への貢献度」への認知が高いことが実証的に示されているという。 

こうした先行研究の成果をふまえたうえで検討すると，「事業活動の倫理性が発揮される場の

あり方」と「従業員の働きやすさを促進する場のあり方」という 2 つの事柄は，互いに無関係で

あったり，相反するものであったりというよりはむしろ，相互に関連性の高い，まとまったモデ

ルとして成立しうるものとして設定する方が自然であると思われる。そもそも，「事業活動の倫理

性」というとき，その対象には先に見てきたステイクホルダー理論で示される「従業員」も含ま

れる。また，そうした職場風土が，「個人の倫理性」に影響を及ぼす，という因果関係も上述の先

行研究から見えてくるからである。 

こうしたことをふまえ，本研究では，職場風土の下位概念としてメンバーが互いに自律し高い

倫理性をもったうえで成果を追求する「自律協働型」と，従業員が互いに拘束しあいそれゆえ内

部の論理にしか意識が向かなくなる（倫理性の低い）「同調内圧型」の 2 つを設定する。そのうえ

で仮設として，「職場風土は，従業員の倫理性に有意な影響を及ぼす」「職場風土は，従業員の仕

事観に有意な影響を及ぼす」そして「職場風土は，従業員の働きがいに有意な影響を及ぼす」を

設定する。 

５．実証の方法 

以上のような下位概念間の関係（仮説）を検証するため，インターネットリサーチを用いた調

査を行った。実施機関は株式会社マクロミル，対象は従業員規模 300 人以上の民間企業の正規従

業員（株式会社マクロミルのモニタ会員），実施期間は 2018 年 4 月 27 日－5 月 1 日，有効サンプ

ル数は 2,060 であった。調査は，基本属性と共に，回答者自身の，経営トップ及び直属の上司に

ついての認知，及び自身の仕事観について 6 件法で回答を求めた。 

そのデータについて，仮説に基づいて探索的な因子分析を行った。第 3 節及び第 4 節ではこの

因子となる計 10 の下位概念を示したが，因子分析により新たに「仕事観【経済人】」と命名する

のが適切な因子を析出し，計 11 の因子とした（11 因子各々の質問項目数とα信頼性係数は付録

1 に示す）。この新たな 1 因子については，第 7 節で考察する。そのうえで，11 因子の合成変数間

の相関係数を求めた（付録 2 に示す）。 
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図 1：因子間の因果・相関関係 

６．結果 

前述の「11 因子間の相関係数」のうち，有意水準 5％以上で有意で，かつ，相関係数が.5 以上の

もの（実線）及び考察に際し特に重要と判断したもの（点線）を抽出し図示したものが，図 1 で

ある。 

７．考察 

この結果について，特に着目し考察したいのは以下の 4 点である。 

 

(1) 「仕事観【経済人】」という因子 

第 4 節で従業員の仕事観について先行研究を参照し下位概念を導出した際には，その下位概念

は「職場人志向」「仕事人志向」の 2 つとしていた。データの因子分析の結果，これに「経済人志

向」を加えたことになる。この「仕事観【経済人】」と命名した因子の質問文は，「私は，社内で

の昇進や地位にこだわっている」「私は，仕事において最も大切なのは，出世してより高い地位を

得ることだと思う」「私は，仕事において最も大切なのは，より多くの報酬を得ることだと思う」

の 3 つである。質問文からも明らかなように，この因子が示しているのは，いわゆる経済人モデ

ルが示しているような「仕事はお金や地位を得るためのもの」とする人間像・仕事観と解釈され

る。先行研究による下位概念の導出時は，「仕事を通じて，誰に貢献することに価値を置いている

のか」の観点で区分していたのに対し，こうした他者貢献の仕事観とは明らかに区分される「自

己利益追求の仕事観」の存在が示されたことになる。 
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(2) 「倫理的リーダーシップ」と「働きがい」 

「倫理的リーダーシップ」の 2 つの下位概念である「経営トップ」と「上司（従業員の直属の

上司である現場管理者）」との相関係数は高く，前者が後者に有意な影響を及ぼすという仮設は

支持された。そのうえで，こうした「倫理的リーダーシップ」と「働きがい」の関係を見てみる

と，「倫理的リーダーシップ」と「職務満足」との相関係数は大きいが，「Meaningful Work」との

相関係数はこれに比べると（十分に有意ではあるものの）相対的には低かった。 

 

(3)「倫理的リーダーシップ」と「職場風土」と従業員の「規範／社会志向の倫理性」「働きがい」 

一方，「倫理的リーダーシップ」と「自律協働型の職場風土」との相関係数は高く，「自律協働

型の職場風土」と「働きがい」の 2 つの下位概念「職務満足」「Meaningful Work」は共に相関が

高かった。ただし，「倫理的リーダーシップ」と従業員の「規範／社会志向の倫理性」との相関係

数はあまり高くはなく，直接的な影響があるとは考えにくい結果となった。前項(2)の内容も含め

て考察すると，経営トップや現場管理者の倫理的なリーダーシップは，自律協働型の職場風土を

形成するのに有効であり，そうした職場風土が，職務満足のみならず仕事の「意味深さ」を従業

員にもたらすうえでも効果的である。 

 

(4) 従業員の「規範／社会志向の倫理性」「仕事人志向の仕事観」「Meaningful Work」のまとまり 

前項(3)で見た自律協働型の職場風土は，従業員の「規範／社会志向の倫理性」と「職場人志向

の仕事観」との相関係数が高く，これらに有意に影響していると考えられる。そして，「規範／社

会志向の倫理性」と「仕事人志向の仕事観」「Meaningful Work」は，相互に相関が高く「まとまり」

を形成している。このことは，職場や組織への帰属ありきではなく「仕事の」専門家を志向する

人々は，規範や社会を大切にする倫理性を有し，かつ，「意味深さ」の次元での働きがいを得るこ

とができる，という「仕事のあり方」を描いていると思われる。 

８．結論 

本研究は，従業員の働きがいを帰結として，これを高めるためには事業活動の倫理性と働き方

に関わる職場風土や仕事観をいかにしていけばよいのか，という問いに応えるためのものであっ

た。ここまでの考察をふまえてこれに応答すれば，以下のようになる。 

本研究では，「働きがい」の内容を外発的・内発的の両者を含めた「職務満足」と，より他者貢

献的な「意味深い仕事（Meaningful Work）」に区分した。倫理的なリーダーシップと自律協働の職

場風土はいずれにも有効であるが，より「意味深い仕事（Meaningful Work）」に着目するならば，

従業員の規範／社会志向の倫理性と「仕事人」志向の仕事観がセットになる。このことは，「働き

方改革」によって従業員と職場との距離のあり方が課題となっている今日において，「新たな」仕

事への向き合い方の可能性を示すものと考える。 
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９．本研究の意義と限界，今後に向けて 

本研究は，これまで日本では別々の領域として扱われてきた「倫理性」と「働き方／働きがい」

を包括的に扱い，従業員の認識という新たな一次的情報を収集して検証を行った。その結果，今

後の環境変化，特に「働き方改革」によって促進されるであろう職場環境と従業員の仕事観の変

化に対し，組織はどのように対峙すればよいのかについて，「倫理性」「働き方」と「働きがい」

は相互に関係があること，今後の変化において「新たな」仕事への向き合い方の可能性があるこ

と，といったインプリケーションを提供しうるものと考える。 

しかし同時に，本研究には以下のような限界もある。まず，実証のために収集したデータは，

アンケート調査という性質上，回答者本人の認知に依存した情報であるため，例えば彼／彼女が

回答した経営トップや直属の上司の振る舞い，あるいは職場風土が，「客観的にもそのように判断

できる」とは限らない。また，今回の調査では，経営トップの影響が直接的に従業員に及びやす

い，規模の小さな企業を除きたかったため，規模の大きな企業を想定した内容となっている。 

今後は，今回得られたデータの解析について，相関係数の算出からより進めて共分散構造分析

を行い，より精緻なモデルを導出したい。さらにそのモデルをもとに，（できれば対象や手法を変

えて）追試を行うことで，より精緻な検証を行っていきたい。 
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付録 
 

付録 1：11 因子の質問項目数とα信頼性係数 

因子名 質問項目数 α信頼性係数 

倫理的リーダーシップ【トップ】 10 0.947 

倫理的リーダーシップ【上司】 10 0.960 

職場風土【同調内圧】 5 0.708 

職場風土【自律協働】 5 0.960 

倫理性【帰結／必達志向】 4 0.908 

倫理性【規範／社会志向】 8 0.859 

仕事観【経済人】 3 0.727 

仕事観【職場人】 3 0.808 

仕事観【仕事人】 3 0.743 

働きがい【職務満足】 10 0.914 

働きがい【Meaningful Work】 9 0.931 

 

 

付録 2：因子間の相関係数 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 

1.倫理的リーダーシップ 

【トップ】 
－          

2.倫理的リーダーシップ 

【上司】 
.644** －         

3.職場風土 

【同調内圧】 
-.005 -.036 －        

4.職場風土 

【自律協働】 
.602** .700** .001 －       

5.倫理性 

【帰結／必達志向】 
.082** .093** .315** .125** －      

6.倫理性 

【規範／社会志向】 
.392** .355** .127** .423** -.111** －     

7.仕事観 

【経済人】 
.222** .201** .250** .239** .385** .229** －    

8.仕事観 

【職場人】 
.352** .373** .122** .467** .087** .562** .311** －   

9.仕事観 

【仕事人】 
.321** .321** .143** .377** -.042 .585** .248** .428** －  

10.働きがい 

【職務満足】 
.568** .605** -.048* .625** .128** .389** .232** .389** .398** － 

11.働きがい 

【Meaningful Work】 
.471** .439** .063** .511** .074** .548** .315** .444** .526** .675** 

**. 相関係数は 1%水準で有意（両側） 

*. 相関係数は 5%水準で有意（両側） 
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